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１．はじめに

北川　2017年５月に改訂されたスチュワードシ
ップ・コードは、機関投資家によるスチュワード

シップ活動の深化を意図したものと考えられる。

改訂には、アセットオーナーによる実効的なチェ

ックや運用機関のガバナンス・利益相反管理、パ

ッシブ運用による対話等、議決権行使の公表の充

実、運用機関の自己評価の５点が織り込まれた。

更に、検討会では、議決権行使助言会社の情報開

示、集団的エンゲージメント、ESG要素の考慮の

３点も課題として議論されている。スチュワード
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